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第
７
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
策
定
に

際
し
、
１
・
５
度
目
標
の
確
実
な
実
現
を

目
指
す
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

　
昨
年
は
地
球
沸
騰
化
と
指
摘
さ
れ
、
産

業
革
命
前
か
ら
１
・
45
℃
上
昇
し
、
過
去

10
万
年
で
最
高
の
気
温
上
昇
を
記
録
し
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
の
予
測
以
上
の
ス
ピ
ー

ド
で
気
候
崩
壊
の
切
迫
性
が
強
ま
り
、
気

候
危
機
対
策
は
待
っ
た
な
し
の
状
況
へ
と

追
い
詰
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
12
月
に
は
Ｃ
Ｏ
Ｐ
28
が
開
催
さ
れ
、

１
・
５
℃
目
標
の
確
実
な
実
現
の
た
め
に

「
化
石
燃
料
か
ら
の
脱
却
の
加
速
」「
２
０

３
０
年
ま
で
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
容

量
を
３
倍
、
省
エ
ネ
改
善
率
を
２
倍
」
等

と
い
う
国
際
合
意
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
第
１
回
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
ト
ッ
ク

テ
イ
ク
の
成
果
文
書
が
出
さ
れ
、
各
国
は
、

こ
の
成
果
文
書
を
参
照
し
て
、
２
０
２
５

年
ま
で
に
次
期
目
標
（
２
０
３
５
年
目
標
）

を
立
て
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
我
が
国
で
は
、
今
年
、
第
７
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
基
本
計
画
の
策
定
、
そ
し
て
来
年
の

Ｃ
Ｏ
Ｐ
30
へ
向
け
た
２
０
３
５
年
目
標
が

確
定
さ
れ
る
予
定
で
す
。
日
本
も
責
任
の

大
き
い
先
進
国
と
し
て
、
世
界
に
後
れ
を

取
ら
な
い
よ
う
国
際
的
合
意
に
足
並
み
を

そ
ろ
え
、
１
・
５
℃
目
標
へ
向
け
、
確
実

な
実
現
を
目
指
す
た
め
に
以
下
を
求
め
ま

す
。

記

⑴ 

第
６
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
に
お
い

て
「
２
℃
以
下
、１・５
℃
へ
努
力
す
る
」

と
記
し
て
い
る
が
、第
７
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

基
本
計
画
で
は
１
・
５
℃
目
標
を
目
指

す
こ
と
。

⑵ 

１
・
５
℃
目
標
の
実
現
の
た
め
に
、
日

本
の
Ｃ
Ｏ
２
削
減
目
標
を
46
％
か
ら

60
％
以
上
の
引
き
上
げ
を
目
指
す
こ
と
。

⑶ 

２
０
３
０
年
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

設
備
容
量
を
３
倍
と
す
る
こ
と
を
目
標

と
掲
げ
、
再
エ
ネ
拡
大
の
た
め
の
優
先

接
続
制
度
、
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
確
保

の
た
め
の
仕
組
み
や
電
力
系
統
の
拡
充

に
大
規
模
な
予
算
を
投
入
す
る
こ
と
。

⑷ 

Ｃ
Ｏ
Ｐ
28
で
は
省
エ
ネ
改
善
率
２
倍
が

合
意
さ
れ
て
い
る
。日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
に
占
め
る
建
築
物(
業
務
部
門
と
家

庭
部
門)

の
割
合
は
３
割
で
あ
る
。
２
０

３
０
年
よ
り
も
前
倒
し
で
Ｚ
Ｅ
Ｈ
・
Ｚ

Ｅ
Ｂ(

ゼ
ロ
エ
ネ
ル
ギ
ー
ハ
ウ
ス
・
ゼ
ロ

エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ル)

の
義
務
化
を
目
指
す

こ
と
。

⑸ 

消
費
者
が
賢
く
電
力
使
用
量
を
制
御
す

る
こ
と
で
、
電
力
需
給
バ
ラ
ン
ス
を
調

整
す
る
た
め
の
仕
組
み
・
Ｄ
Ｒ(

デ
マ
ン

ド
・
リ
ス
ポ
ン
ス)

の
活
用
策
等
の
制
度

整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

⑹ 

炭
素
税
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
、
化
石

燃
料
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
こ
と
。

都
市
再
生
機
構(

Ｕ
Ｒ)

賃
貸
住
宅
の
家
賃

減
免
実
施
を
求
め
る
意
見
書

　
吉
川
市
内
に
は
約
１
９
６
０
戸
の
独
立
行

政
法
人
都
市
再
生
機
構(

Ｕ
Ｒ)

の
賃
貸
住
宅

が
あ
り
、
多
く
の
市
民
が
居
住
し
て
い
る
。

Ｕ
Ｒ
住
宅
（
公
団
住
宅
）
は
設
立
以
来
所
得

の
中
間
層
を
施
策
対
象
と
し
て
家
賃
設
定
を

し
、
市
場
家
賃
平
均
が
概
ね
そ
の
額
に
相
当

し
て
い
る
。

　
都
市
再
生
機
構
法
は
、
市
場
家
賃
を
原
則

と
し
な
が
ら
も
家
賃
減
免
を
定
め
、
国
会
が

付
帯
決
議
を
し
た
の
は
家
賃
支
払
い
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
な
ど
継
続
居
住

者
の
居
住
の
安
定
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
居
住
者
の
多
く
が
公
営
住
宅
収
入

層
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
賃
減
免
が

実
施
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
の
状
況
は
、

年
々
高
齢
化
が
進
み
、
年
金
生
活
者
が
増
え

家
賃
負
担
が
重
い
と
感
じ
る
世
帯
が
多
く

な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
全
国
公
団
住
宅

自
治
会
協
議
会
が
行
っ
て
い
る
３
年
毎
の
団

地
の
生
活
と
住
ま
い
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で

明
ら
か
で
あ
る
。
２
０
２
３
年
の
調
査
で
は
、

第
1
分
位
層
が
世
帯
の
50
％
を
超
え
、
２
０

０
万
円
未
満
層
は
36
％
に
達
し
、
家
賃
の
負

担
が
重
い
と
感
じ
て
い
る
世
帯
は
７
割
を
超

え
て
い
る
。
家
賃
負
担
や
団
地
削
減
等
に
不

安
を
持
ち
な
が
ら
も
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
へ
の
永

住
希
望
は
78
％
の
集
計
結
果
で
あ
る
。
住
宅

確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
法
）
等
で
も
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
を
公

的
賃
貸
住
宅
と
位
置
づ
け
、
高
齢
者
・
子
育

て
世
代
等
政
策
的
に
配
慮
が
必
要
な
者
に
対

し
て
の
役
割
と
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
居
住
者
の
状
況
に
鑑
み
、
政
府
、

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
は
法
第
25
条

４
項
の
「
家
賃
の
減
免
」
を
規
定
通
り
実
施

し
、
Ｕ
Ｒ
住
宅
に
居
住
す
る
高
齢
者
や
低
所

得
者
の
居
住
の
安
定
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。


